
第３章自殺対策の実施状況

第２節

 

国民一人ひとりの気づきと見守りを促す取組

自殺予防週間の設定と啓発事業の実施自殺予防週間の設定と啓発事業の実施

○自殺予防週間

内閣府では、毎年９月10日からの一週間を自

 殺予防週間と定め、啓発事業を実施

○自殺対策シンポジウムＩＮ東京

平成21年９月13日、東京都において「平成21

 年度自殺対策シンポジウムＩＮ東京」を実施

○地方シンポジウム

開催県との共催により、５か所（茨城県、静

 岡県、和歌山県、岡山県、徳島県）にて地方シ

 ンポジウムを実施

○自殺予防のための行動～３つのポイント～

平成21年２月、「自殺予防のための行動～３

 つのポイント～」を策定し、新聞（全50紙）・

 ラジオを中心として、啓発活動を実施

９


